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別
表
第
三
第
十
五
号
中
「
二
千
四
百
八
十
七
万
枚
」
を
「
三
千
三
十
一
万
枚
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
号
中
「
百

六
十
万
枚
」
を
「
百
九
十
万
枚
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

政
令
第
百
五
十
三
号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
三
年
六

月
一
日
と
す
る
。

文
部
科
学
大
臣

ˆ
木

義
明

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

著
作
権
法
施
行
令
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

政
令
第
百
五
十
四
号

著
作
権
法
施
行
令
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

内
閣
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
十
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係

る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
帳
簿
」
を
「
そ
の
全
部
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）」
に
、「
様
式
及
び
記
載
」
を
「
調
製
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
七
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。一

著
作
権
登
録
原
簿
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
著
作

権
登
録
原
簿
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
著
作
権
登
録
原
簿
以
外
の
著
作
権
登
録
原
簿
等

一
通
に
つ
き
千
六
百
円

ロ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
著
作
権
登
録
原
簿

一
通
に
つ
き
二
千
四
百
円

第
十
四
条
第
二
号
中
「
七
百
八
十
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
著
作
権
登
録
原
簿
等
又
は
そ

の
」
を
「
著
作
権
登
録
原
簿
等
の
」
に
、「
七
百
三
十
円
」
を
「
千
五
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
中
「
記
載
し
た
」
を
「
記
録
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
四
号
中
「
、
第
八
十
一
条
た
だ
し
書
及
び
第
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
及
び
第
八
十
一
条

た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
中
「
法
」
を
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」

に
改
め
、「
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
の
下
に
「
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
一
条
と
し
、
第
四
条
を
第
二
条
と
し
、
第

五
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。

別
表
中
「
第
五
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
著
作
権
登
録
原
簿
等（
著
作
権
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
著
作
権
登
録
原
簿
、

同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
出
版
権
登
録
原
簿
及
び
同
法
第
百
四
条
の
著
作
隣
接
権
登
録
原
簿
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）で
あ
っ
て
帳
簿
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
著
作
権
登
録
原
簿
等
が
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
著
作
権
登
録
原
簿
等
に
改
製
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
著
作
権
登
録
原
簿
等
の
改
製
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
著
作
権
登
録
原
簿
等
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交

付
又
は
当
該
著
作
権
登
録
原
簿
等
の
閲
覧
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

文
部
科
学
大
臣

ˆ
木

義
明

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

政
令
第
百
五
十
五
号

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
と
す
る
。

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

文
部
科
学
大
臣

ˆ
木

義
明

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

枝
野

幸
男

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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